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　前号では、機能訓練から生活リハビリへの移行に
ついて、私自身の考え方や当施設での生活リハビリ
についてお話しさせていただきました。今回は、多職
種協働と在宅復帰についてお話ししたいと思います。
　当施設は2018年度から超強化型を維持しています
が、私が入職した18年前は年間に在宅復帰する人が
数パーセントで、老健施設の理念に反する超長期入
所型の施設でした。在宅復帰が数パーセントしかな
かった当施設が、どのような経過で超強化型をめざ
せたのか、またそのときの多職種協働はどのような形
で成り立ったのかについて、作業療法士の視点でお
伝えできればと思います。

　いまから10数年前は、カンファレンスは多職種で
実施しているのに、ケアプラン・リハビリ実施計画書・
栄養マネジメントの書類を見直す期日が書類ごとに
異なり、入所期間が長くなればなるほど、その時期
と内容のずれが大きくなっていきました。
　作成する書類は３種類なのに、それぞれの書類を
作成するための事前の書類を含めると、その数は10
種類以上あり、業務が煩雑化していました。これは、
多職種協働をするにあたっては阻害因子であり、作成
時間もかかります。リハビリテーション科（現、リハ
ビリテーション部）単独で考えても、これにより残業
続きになり、業務改善の必要がありました。
　さらに、私事ではありますが、その頃、子どもがま
だ就学前で、いったん家に帰ってごはんをつくり一段
落した後、書類作成のためにまた職場に戻る生活で
した。自分のためにもなんとかしなくてはいけないと
思い、一大決心の末、当施設独自の一体型プランを
作成しました。

　統一した目標を立て、ケアの内容を共有することで
業務が効率化しました。それにより生まれた時間が、
書類作成ではなく多職種での利用者の方 と々の関わ
りに使われていると実感したときは、喜びと一歩踏み
出せたという達成感がありました。
　このように書類１つではありますが、これをツール
として多職種がつながった経験は、生活リハビリが行
いやすくなるベースとなりました。各部署の幹部にとっ
ても、多職種協働が行えた経験は、その後のＲ４シ
ステム導入時や繰り返される制度改正への取り組み
にも活かされています。

　在宅復帰の強化に向けた制度改正は、当施設の在
宅復帰に向けた取り組みの後押しになったと思ってい
ます。施設として、どのように在宅復帰をめざしてい
くかを話し合い、４つのフロアを「在宅復帰」「医療ニー
ズ（看取り）」「介護福祉施設待機」「認知症」という
ように、機能別に分けました。
　特徴をもたせ、その機能に応じた専門職の配置と
ケアの専門性の追求をすることは、当施設における
サービスの質を上げることにつながります。こういっ
た目的とそれをどのように実現していくかという話し合
いを各部署の幹部が繰り返し行い、計画的に実現し
ました。
　さらに、在宅復帰フロアにおいて、入所の段階で
在宅復帰をめざす利用者の方には、入所前後訪問を
行うことを定着させました。入所時から在宅復帰に
向けた課題を解決すること、また在宅復帰前には退
所前訪問指導として、家屋評価と在宅復帰後のサー
ビスを整える話し合いをもち、目標に取り組む体制づ
くりを行うことで、在宅復帰率が向上していきました。

多職種協働のベースづくり　スタートは書類の一体化
多職種協働で行う在宅復帰の体制づくり
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　これは、生活リハビリが行える環境づくりに加え、
制度改正のたびに、それに応じた体制づくりを各部
署の幹部が協働して行った結果です。実際に動いて
いるときは必死過ぎて思いつきませんでしたが、それ
ぞれの利用者の方に求められる直接的な支援をする
ための体制づくりに向けて、間接的に幹部が多職種
協働をしていたのだと、今回原稿を書きながら、改
めて感じました。

　超長期入所型の施設であった時代と超強化型老健
施設となったいまとの大きな違いは、ひとことで言う
と「施設全体の介護保険制度の理解」に尽きると思
います。
　前々回の制度改正は、各部署が直接個々に事務長
と話をしていました。しかし、前回の制度改正のとき
は、各部署に関連する制度をその部署の主任が講師
として職員に対して説明し、事務長がその講評と総
括をする形で約1年かけて準備しました。
　そういった取り組みをしているうちに制度改正寸前
の２月に在宅強化型を取得することができました。取
得できると決まった２月1日は、各部署の幹部が全職
員分の鯛焼きを買って、施設全体でお祝いしました。

長年めざしていた在宅復帰が少しずつ形になり、施
設全体で喜べるのは本当に幸せでしたし、あのとき
の喜びは、一生忘れません。
　今回の制度改正においてはLIFEを通じた取り組み
で、その結束をさらに強くしているところです。ともに
動くことで得られる効果や喜びを、みんなで味わいた
いと思っています。

　作業療法士は、人と集団とそれを取り巻く場を活
用しながら対象者と寄り添い、その方の生活や人生を
サポートする職種です。直接的には利用者の方 と々の
関わりなのですが、間接的には、それをとりまく方々、
すなわち他職種、他事業所、そして地域の皆さまや
市町村まで広く関わっています。
　個人的には、地域包括ケアシステム構築に向けた
地域リハビリ活動支援事業や、認知症初期集中支援
チームとしての活動に地域のリハビリ専門職として加
わったことで、視点も活動の範囲も広がりました。ちょ
うど老健施設で働く作業療法士の可能性を感じ始め
たときでもあります。
　次回は、地域と歩む老健施設としての取り組みと、
その可能性についてお伝えしたいと思います。

多職種協働と作業療法士
多職種協働と介護保険制度の理解

多職種協働で行う生活リハビリについて
発表したときの様子

一体型プランを導入した当時の書式
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